
　今なぜキャッシュレスなのか？（導入の背景）、国はなぜキャッシュレスを推し進めるのか？
　キャッシュレスへの対応の必要性などを説明します。

　・山梨中銀ディーシーカード株式会社
　・甲府信用金庫ほか　調整中

  我が国では日本国際博覧会（大阪・関西万博）が開催される2025年までにキャッシュレ
ス決済比率を40%とする目標を設定し、将来的には世界最高水準の80%を目指すものとさ
れています。
　これは、人手不足を補い、生産性の向上により経済成長を果たすことなど中小企業が抱え
る課題の解決へ繋げて行くものとして、国の重点プロジェクトのひとつとして位置付けられ
ています。
　また、キャッシュレス推進と本年10月の消費税率引上げに伴う需要の平準化を目的に
「キャッシュレス・消費者還元事業」が開始され、中小・小規模事業者に対するキャッシュ
レス決済手段を用いた支払に対する消費者へのポイント還元等を実施し、消費喚起の後押し
が進められます。

   企業や店舗では、売上や支払いなど経理・会計にかかる日常業務を削減し、また管理しや
すくすることで、労働環境の改善や生産性の向上を果たすことができるとされているキャッ
シュレス化ですが、小売りやサービス業以外の事業者の理解が進まず、また、これまでの商
慣習からキャッシュレス化に躊躇し、必要性を疑問視する声を聞くことが多いのも事実で
す。
  併せて、単価の安い商品を扱う事業者にとっては、キャッシュレス化による決済手数料を
取られる事も導入を遅らせる要因と考えられています。
   そこで今回、「なぜ？今キャッシュレスなのか」、「導入するメリットはあるのか」など
事業者の方々が疑問に感じていることなどを解決する講習会を開催します。
　国のキャッシュレス推進の真意、小売、サービス業に限らないキャッシュレス決済の導入
事例の紹介、キャッシュレスサービスの種類・特徴等について詳細に説明を行います。

申込方法　：　裏面『参加申込書』参照　申し込み〆切　8/27(火)

経済産業省　関東経済産業局
　　産業部　流通・サービス産業課　課長補佐　小林　宏光 氏

令和元年８月５日
山梨県中小企業団体中央会

主　　催　：　山梨県中小企業団体中央会(H30-2消費税軽減税率対策窓口相談等事業)

場　　所　：　ベルクラシック甲府 ３階「ユージェニー」

　中小企業診断士及びキャッシュレス決済事業者による、導入のポイントと導入メリットの説明
　キャッシュレス決済の種類、選択のポイント、小売・飲食業だけではない多様な効果などを具体的に説明
します。

　開催概要
日　　時　：　令和元年８月３０日（金）　１３時３０分～

中小企業診断士
　　下地貴之　氏

　　　　　　　　(甲府市丸の内1-1-17　TEL055-254-1000)

第一部 講演会 13:30～14:30

第二部 活用事例等紹介 14:40～16:15

決済事業者

本当に中小企業者に必要か？
キャッシュレス社会の到来とその未来

講 師

講 師


